
松江市告示第 579 号 

松江市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱（平成 17 年松江市告示第 14 号）の一

部を次のように改正する。 

令和 3年 11 月 30 日 

松江市長  上 定 昭 仁      

次の表により、改正後欄に掲げる規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも

のは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分は、これに対応する改正後欄に

掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる規定で改正後欄にこれに対応

するものを掲げていないものは、これを削る。 

改正後 改正前 

(申請) (申請) 

第 3条 前条の規定により入札参加資格審査

を受けようとする者は、島根県電子調達共

同システムの資格申請システムを利用し

て、その旨を市長に申請しなければならな

い。

第 3 条  

2 前項の申請を行う者         

は、同項に定めるシステム

を利用した申請に加え、次に掲げる書類

(当該内容を記録した電磁的記録を含む。)

を市長に提出しなければならない。 

前条の規定により入札参加資格審査を受

けようとする者は

、次に掲げる

書類(当該内容を記録した電磁的記録を含

む。)を市長に提出しなければならない。 

 (1)～(13) 略  (1)～(13) 略 

3 第 1 項の規定により申請をした者で、次

に掲げる事項について変更があったとき

は、直ちにその旨を市長に届け出なければ

ならない。 

2 前項 の規定により申請をした者で、次

に掲げる事項について変更があったとき

は、直ちにその旨を市長に届け出なければ

ならない。 

 (1)～(4) 略  (1)～(4) 略 

(入札参加資格者) (入札参加資格者) 

第 4 条 略 第 4 条 略 



2 略 2 略 

3 入札参加資格審査は、次に掲げる事項を

総合審査した結果に基づき、別表に掲げる

許可工事種別に応じて必要な等級に区分

し、これを発注の標準とする請負工事金額

に対応させて定めた資格とする。 

3 入札参加資格審査は、次に掲げる事項を

総合審査した結果に基づき、別表に掲げる

許可工事種別に応じて必要な等級に区分

し、これを発注の標準とする請負工事金額

に対応させて定めた資格とする。 

(1) 客観的事項 (1) 客観的事項 

法第 27 条の 23 第 3 項の経営事項審査

の項目及び基準を定める件(平成 20 年国

土交通省告示第 85 号)第 1 の第 1 号から

第 4 号までに規定する項目 

法第 27 条の 23 第 3 項の経営事項審査

の項目及び基準を定める件(平成 20 年国

土交通省告示第 85 号)第 1 第 1 号から

第 4 号までに規定する項目 

(2) 主観的事項 (2) 主観的事項 

ア～エ 略 ア～エ 略 

オ 定期審査を実施する年度の前 2 年度

(追加審査の場合は、当該審査の直前

の定期審査を実施した年度の前 2 年

度)の凍結防止剤散布業務又は除雪業

務の契約実績の状況 

オ 定期審査を実施する年度の前 2年度

(追加審査の場合は、当該審査の直前

の定期審査を実施した年度の前 2 年

度)の除雪作業又は凍結防止剤散布業

務の契約実績の状況 

カ 略 カ 略 

キ 松江市消防団協力状況     キ 松江市消防団協力事業所認定状況

ク 松江市ごみ減量等優良事業所認定

状況

ク～シ 略 ケ～ス 略 

ス 建設業労働者の福利向上取組状況 

セ 略 セ 略 

ソ 松江市優良建設等工事表彰制度に

よる表彰 

ソ 松江市優良建設 工事表彰制度に

よる表彰 

タ・チ 略 タ・チ 略 

(入札参加資格者名簿) (入札参加資格者名簿) 

第 5 条 市長は、前条の規定により入札参加

資格を有すると認められる者(以下「入札

参加資格者」という。)を、入札参加資格者

第 5 条 市長は、前条の規定により入札参加

資格を有すると認められるときは   

、入札参加資格者



名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録

するものとする。 

名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録

するものとする。 

(資格の取消し) (資格の取消し) 

第 7 条 市長は、入札参加資格者が第 2 条第

2 項に該当しなくなったとき、又は不正の

手段により同条の認定を受けたと認めら

れるときは、入札参加資格を取り消すもの

とする。 

第 7 条 市長は、有資格者   が第 2条第

2 項に該当しなくなったとき、又は不正の

手段により同条の認定を受けたと認めら

れるときは、入札参加資格を取り消すもの

とする。 

   附 則 

 この告示は、令和 3 年 12 月 1 日から施行する。 


